
一
頁

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
中
修
正

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

第
一
条
中
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
四
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
及
び
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「

及
び
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
三
年
度
に
あ
っ
て

は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第

号
）
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発

行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
十
六
条
第
一
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
十
二
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え

る
。

第
一
条
中
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



二
頁

附
則
第
三
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
及
び
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中

「
及
び
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
三
年
度
に
あ
っ

て
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
九
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確

保
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
十
二
条
の
三
を
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
十
二
条
の
四
と
し

、
附
則
第
三
十
二
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
二
条
の
三
中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
四
年
度
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
平
成
二
十

三
年
度
」
に
改
め
、
「
額
を
」
の
下
に
「
、
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
財
源
を
活
用
し
て
」
を
加
え
、
「

臨
時
の
」
を
「
必
要
な
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
十
六
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
五
十
六
条
第
四
項
中
「
及
び
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
第
六
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。



三
頁

第
二
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
の
二
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
及
び
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及

び
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
三
年
度
に
あ
っ
て
は

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第

号
）
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行

に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
の
三
を
改
め
、
同
条
を
附
則
第
八
条
の
四
と

し
、
附
則
第
八
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
三
中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
四
年
度
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
平
成
二
十
三
年

度
」
に
、
「
と
す
る
よ
う
」
を
「
と
す
る
よ
う
に
」
に
、
「
臨
時
の
法
制
上
及
び
」
を
「
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
（
所
得
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
百
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
税
制
の
抜

本
的
な
改
革
を
い
う
。
）
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
財
源
を
活
用
し
て
国
の
負
担
と
す
る
よ
う
必
要
な
法
制
上
及
び
」
に
、
「
臨

時
の
法
制
上
の
」
を
「
必
要
な
法
制
上
の
」
に
改
め
る
。



四
頁

第
三
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
六
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
三
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
三
を
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
条
の
四
と

し
、
附
則
第
二
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則
第
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
及
び
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及

び
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
平
成
二
十
三
年
度
に
あ
っ
て
は

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第

号
）
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
発
行

に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
三
を
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
条
の
四
と

し
、
附
則
第
二
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
の
三
中
「
平
成
二
十
三
年
度
」
を
「
平
成
二
十
四
年
度
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
度
」
を
「
平
成
二
十
三
年

度
」
に
改
め
、
「
金
額
を
」
の
下
に
「
、
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一

年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
百
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
い
う
。
）
に
よ
り
確
保
さ
れ
る



五
頁

財
源
を
活
用
し
て
」
を
加
え
、
「
臨
時
の
」
を
「
必
要
な
」
に
改
め
る
。



六
頁

理
由
中
「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に

関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
公
債
の
発
行
に
よ
る
収
入
金
を
活
用
し
た
財
源
の
確
保
に
よ
り
」
を
加
え
る
。


